
日時：令和６年２月５日（月）午後２時～

場所：本庁舎３階会議室３０３

（１）自転車対策協議会の役割について

（２）放置自転車対策の取組み状況について

（３）令和５年度事業内容について

（４）令和６年度事業計画について

令和５年度
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駐車スペースの確保、適切な管理に努めています。
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　自転車の放置防止対策を推進するため、春日部市自転車対策協議会を設置するもの

です。

　条例で定められている自転車放置禁止区域を周知するため、駅周辺の随所に標識

　　１　放置禁止区域看板等の設置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・資料1,2

や看板等を設置しています。また自転車が常習的に放置されるスペースには、サイン

これらの業務は、週３回（祝日と１２月２９日から１月３日の間を除く）

　　３　放置自転車の撤去・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・資料4,5

　放置禁止区域内に放置されている自転車を随時撤去しています。撤去した自転車は、

放置自転車集積所で保管し、返還の際には撤去手数料として、３，０００円徴収しています。

また、放置自転車が多い区域では、撤去を集中的に実施した結果、放置自転車の

通勤通学者の多い時間帯（概ね午前７時から９時までの間）に行っています。

また、無料自転車駐車場においても長期間放置されている自転車の調査を行い、

減少効果があったため、今後も継続して実施していきたいと考えております。

　　２　駅周辺での自転車誘導整理員による警告札の貼付け　・・・・・・・資料３

　市内８駅周辺に自転車誘導整理員を配置して、自転車を放置しようとしている自転車

利用者に注意を呼びかけ、自転車駐車場等へ誘導するとともに、放置自転車への警

告札の貼付け、自転車駐車場等の利用促進、放置自転車の整理等を行っています。

キューブを追加で設置しており、物理的かつ視覚的に自転車の放置を防止するもので、

（１）自転車対策協議会の役割について

　また、市長の諮問に応じ、放置禁止区域の指定及び変更その他自転車の放置防止

（２）放置自転車対策の取組み状況について

対策に関する事項を協議するものです。

一定の効果をあげています。
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良好な交通環境の保持に努めています。（北春日部駅・豊春駅・藤の牛島駅を除く）

　　4　自転車駐車場・仮設自転車置場の設置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・資料6

　有料の自転車駐車場２か所、無料の仮設自転車置場・自転車駐車場を８か所設置し、
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実施について、令和５年１０月号に掲載しました。

　首都圏放置自転車クリーンキャンペーンは、毎年、１０月１日から３１日までの期間中、

首都圏（東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県の各区市町村）において相互協力し実施

しているもので、春日部市でも、市内公共施設等への啓発ポスターの掲示、「広報

かすかべ」への掲載及び春日部市内全駅周辺の放置自転車の撤去を行いました。

　　４ 「広報かすかべ」への掲載・・・・・・・・・・・・・・資料7

　令和５年８月号に自転車利用者のマナー啓発のための記事と、各駅周辺の市営

自転車駐車場案内図を掲載したほか、首都圏放置自転車クリーンキャンペーンの

　放置自転車一斉撤去を１２月末までに２６回行い、計３５４台の自転車を撤去しました。

（３）令和５年度　事業内容について

　　１　放置禁止区域看板等の維持管理について

　放置禁止区域に設置している警告看板の中で、劣化・破損している看板について補

　　３　放置自転車の撤去

修及び付け替えを実施しています。

　今年度は、武里駅東口に設置のものを１基修繕しました。

　　２　駅周辺での自転車誘導整理員の配置　

　市内８駅周辺に自転車誘導整理員を１７人配置し、自転車駐車場等の利用促進、放

置自転車への警告札の貼付け、整理等を行いました。



　春日部駅西口自転車駐車場閉鎖の告知は、定期利用者へ通知を行うとともに、

自転車駐車場内のポスター掲示のほか、広報かすかべ１１月号、市ホームページへの

　　５　春日部駅西口自転車駐車場の閉鎖

　春日部駅付近連続立体交差事業の支障となることから、令和６年３月３１日(日)をもって

春日部駅西口自転車駐車場を閉鎖します。

掲載、ＳＮＳ配信を行っています。また、利用者には、春日部駅西口周辺の民間駐輪場

ご案内しております。

の案内もあわせて行っております。

代替の自転車駐車場については、令和５年７月に春日部駅西口周辺の「民間駐輪場」

確認しました。同時点で春日部駅西口自転車駐車場使用台数が約９００台となっていた

ことから、春日部駅西口周辺の民間及び市営（無料）の駐輪場を利用していただくよう

及び「市の駐輪場（無料）」の現地調査を行ったところ、約１，８００台の空きがあることを

4
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　　１　放置禁止区域看板等の維持管理について

　劣化・破損している看板については補修及び付け替えをしてまいります。

　　２　駅周辺での自転車誘導整理員の配置　

　引き続き、市内８駅周辺に自転車誘導整理員を配置し、自転車駐車場等の利用促

進、放置自転車への警告札の貼付け、整理等を行ってまいります。

　　３　放置自転車の撤去

緊急車両の活動妨害など深刻な事態を招く要因となることから、放置台数の多い駅に

ついては撤去回数を増やすなど、引き続き撤去を実施してまいります。

　　４　自転車利用者のマナー啓発

　放置自転車問題には、自転車利用者のモラル低下が要因にあることから、「広報か

すかべ」への啓発記事の掲載、市内各駅や自転車駐車場内でのポスター掲示等を行

い、自転車利用者のモラル向上を促進してまいります。

（4 ）令和６年度　事業計画について

　随時放置自転車の撤去を実施しておりますが、いまだ放置自転車が見受けられます。

駅前周辺の歩道や広場の放置自転車は、街の景観を損ねるだけでなく、歩行障害や
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資料1

自転車放置禁止区域

■春日部駅東口周辺　平成2年10月1日

■春日部駅西口周辺　昭和62年5月1日

春日部駅

自転車放置禁止区域

古利根公園

教育センター

粕壁二丁目

粕壁一丁目

粕壁東一丁目

中央一丁目

ふじ通り

公園橋通り

陸橋通り

市役所通り

大落古利根川

中央図書館

粕壁三丁目



資料1

自転車放置禁止区域

■八木崎駅周辺　平成元年4月1日

7

自転車放置禁止区域

八木崎駅

県立春日部高校

八幡神社

浜川戸二丁目

八木崎町

八木崎小学校

中央三丁目

南栄町

中央公民館

国道16号
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資料1

自転車放置禁止区域

■豊春駅周辺　昭和62年5月1日

豊春駅

自転車放置禁止区域

道口蛭田

豊春小学校

南中曽根

豊春中学校

上蛭田ふれあい広場



資料1

自転車放置禁止区域

■北春日部駅周辺　平成3年4月1日

9

北春日部駅

自転車放置禁止区域

県立春日部工業高校

梅田本町一丁

梅田本町二丁

梅田一丁目

梅田二丁目

梅 田

梅田三丁目

国道16号

小渕橋

かえで通り

古隅田川
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資料1

自転車放置禁止区域

■一ノ割駅周辺　昭和62年11月1日

一ノ割駅

一ノ割一丁目

緑中学校

南四丁目

一ノ割二丁目

大池親水公園

藤塚橋

自転車放置禁止区域

国道4号

武里市民センター



資料1

自転車放置禁止区域

■武里駅周辺　平成2年4月1日
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武里駅

自転車放置禁止区域

正善小学校

武里西小学

大畑

武里交番

備後小学校



■せんげん台駅東口周辺　昭和６３年６月１０日
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資料1

自転車放置禁止区域

■せんげん台駅西口周辺　平成5年1月11日

至 千間台駅

至 武里駅 大枝

新方川

武里団地

自転車放置禁止区域

けやき通り

武里南小学校

国道4号
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資料1

自転車放置禁止区域

■藤の牛島駅周辺　平成元年4月1日

藤の牛島駅

自転車放置禁止区域

藤塚

中川

大落古利根川

牛島小学校
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資料1

自転車放置禁止区域

■南桜井駅周辺　昭和59年9月1日

自転車放置禁止区域

南桜井駅

桜川小学校

大衾

西金野井

米島

正風館

はなみずき通



　     ▲放置自転車注意喚起看板(八木崎駅)
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八木崎駅 8か所 合　　　計 132か所

▲自転車放置禁止区域看板(南桜井駅)

■サインキューブ・注意喚起看板等の設置

　 ▲サインキューブによる放置禁止バリケード(藤の牛島駅)

▲自転車放置禁止区域看板(武里駅)

一ノ割駅 19か所 南桜井駅 11か所

武里駅 7か所 せんげん台駅 13か所

春日部駅 32か所 北春日部駅 10か所

藤の牛島駅 12か所 豊春駅 20か所

資料２

自転車放置禁止区域看板設置リスト

設置駅 設置個所数 設置駅 設置個所数
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　▲調査札

無料・仮設自転車置場の長期放置自転車への調査

　●長期放置された自転車　(春日部駅東口第２自転車駐車場)
　　駐輪場利用者が長期放置している自転車に貼り付け、調査
開始から３か月以上 利用が確認できない場合は、小渕放置自
転車集積所に移動します。
　
123

放置禁止区域内の自転車への警告

資料3

　　　　　　　▲警告札

　▲警告された放置自転車　(春日部駅東口銀行前)
  　　放置禁止区域内(主に駅周辺)の放置 自転車に警告しま
す。
　



  ③撤去後 (春日部駅西口ロータリー銀行前)
123
123

  ④小渕放置自転車集積所にて保管
123
123
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  ①撤去作業　 (春日部駅西口ロータリー銀行前)
123
123

  ②積み込み　(春日部駅東口ATM前)
123
123

資料4

放置自転車の撤去作業状況



回数 回数 回数 回数 回数

12 16 7 11 10

2 1 2 0 12 18 18

2 1 2 0 12 18 18

12 10 7 11 10

12 10 7 11 10

12 10 7 11 10

12 10 7 11 10

12 10 7 11 11

12 10 7 11 10

13 7 8 9 8

― ― ― ― ―

13 9 12 3 8 1 12 2 115

※返還率は返還台数を駅前より撤去した台数で除した数字

   例：令和５年度　返還率 　17 0 台 ÷ ( 3 5 4 台 - 13 1台)  ≒ 7 6 .2

18

売却処分 7 .6 0 t 9 . 0 2 t 8 . 2 8 t 2 . 7 2 t 2 . 5 5 t

譲渡( シルバー人材センター) 3 16 台 3 10 台 18 2 台 17 0 台 15 4 台

返還率 7 9 .5 % 8 2 . 0 % 5 5 . 8 % 7 4 .5 % 7 6 .2 %

内 無料返還 10 7 台 8 6 台 5 6 台 6 9 台 4 1台

内 有料返還 6 6 7 台 2 3 8 台 13 2 台 18 2 台 12 9 台

返還総台数 7 7 4 台 3 2 4 台 18 8 台 2 5 1台 17 0 台

撤去自転車の返還・処分数 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

合　　　　　計 1,2 0 7 6 5 2 4 6 7 5 4 0 3 5 4

その他( 仮設自転車置場等) 2 3 3 2 5 7 2 19 2 0 3 13 1

南桜井駅 0 1 0 0 0

1

武里駅西口 7 9 3 9 2 2 3 0 16

藤の牛島駅 3 1 3 3 10 5

豊春駅 6 2 2 6 16 3 9 9

北春日部駅 17 16 10

八木崎駅 16 4 1 1

19 7 9 6 4 9 6 4

10

台数 台数 台数 台数 台数

6 9

武里駅東口 17 10 3 5 3

一ノ割駅 2 0 2 3 4 1

春日部駅西口 5 3 5 19 8 14 1 17 4 111

8

春日部駅東口

７月 4 1台 11月 5 1台 ３月

6 月 3 1台 10 月 2 7 台 ２月

 合 計    3 5 4 台

駅別撤去台数及び回数

撤　去　場　所

撤　去　台　数　及　び　回　数

令和元年度 令和2 年度 令和3 年度 令和4 年度 令和5 年度

５月 4 6 台 ９月 3 0 台 １月

撤去台数

４月 4 2 台 8 月 3 5 台 12 月 5 1台

資料5

放置自転車撤去状況および処分状況について ( 令和５年１２月末時点)

月別撤去台数

月 撤去台数 月 撤去台数 月



19 8 4 . 9 H 3 . 11

4
春日部駅

南自転車駐車場
3 0 0 無料 3 7 5 H 19 .11

資料6

6

8
せんげん台駅

仮設自転車置場
17 0 無料 18 6 H 2 5 .12 大枝3 8 0 -2

2

南1-6 -9 先

市営　自転車駐車場 　　　( 令和５年１２月末)

1
春日部駅

西口自転車駐車場
2 ,0 0 2

無人

3 0 0

春日部駅
中央第1自転車駐車場

3 5 0

有人

日本環境ｸﾘｱー

無人

無料 5 3 6 .3 S6 0 . 3 備後東1-9 6 -1 無人

無料 16 5

無人

S6 0 .7 大畑3 6 2 先 無人

無料 4 7 2 .6 S5 6 .12

日本環境ﾏﾈｼﾞ ﾒﾝﾄ
10

南桜井駅
自転車駐車場

6 18
１か月2 ,2 0 0 円～

2 ,4 0 0 円
7 7 4 . 3 3 H 2 5 .4 大衾4 9 6 -4 6 3

有人

19

　は有料自転車駐車場

浜川戸2 -13 -69
八木崎駅

仮設自転車置場
2 5 0

3 8 5 無料 4 8 5 S6 2 . 4

7
武里駅

第1仮設自転車置場
12 6

3
春日部駅

中央第2 自転車駐車場

一ノ割駅
第3 仮設自転車置場

5
春日部駅

東口第2 自転車駐車場
3 5 4 無料 3 7 5 H 2 . 5

無人

粕壁東1-2 7 -2 9 先 無人

中央2 -3 0 -2 無人

名　　称 収容能力 利用料金 床面積( ㎡) 設置年度 所在地 管　理

無料 5 7 7 S6 2 . 4 中央2 -3 0 -2

1か月2 ,0 0 0 円～
2 ,4 0 0 円

中央1-4 2



資料7

「広報かすかべ」への掲載

20

広報かすかべ８月号

広報かすかべ10 月号



おおみや　ひろゆき

公募に応じた市民
大宮　博幸

東武鉄道株式会社 春日部駅　駅長

竹原　聡人

やまざき　　まさお

山﨑　正雄 山崎　正雄

おがわ　しろう

小川　志朗
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所属機関・団体及び役職

春日部警察署 生活安全課長

任期：２年（令和６年２月１日～令和８年１月３１日）

備　　考氏　　　　名

春日部商工会議所　1号議員

春日部市交通指導員会　副会長
小谷野　静子

こやの　しずこ

たけはら　あきひと

細谷　悟

ほそや　さとる

春日部市自治会連合会　副会長

春日部市自転車対策協議会委員名簿

委員数６名
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○春日部市自転 車放置防止条例  

平成 17年 10月１日 条例第 149号  

改正  

平成 20年６ 月 20日条例第 22号  

平成 22年 12月 17日条例第 52号  

平成 25年３ 月 14日条例第 ９号  

平成 30年３ 月 16日条例第 ６号  

令和元 年 12月 13日条例第 23号  

令和４ 年９月 20日条例第 14号  

令和５ 年３月 16日条例第 ５号  

春日部 市自転車放置 防止条 例  

（目的 ）  

第 １ 条  この 条 例は 、 公 共 の 場 所 に おけ る自 転 車 の放 置 を防 止す る た め必 要 な事 項 を

定める ことにより、良好な生活環境 を保持することを目 的とする 。  

（定義 ）  

第 ２ 条  この 条 例に お い て 、 次 の 各 号に 掲げ る 用 語の 意 義は 、そ れ ぞ れ当 該 各号 に 定

めると ころによる。  

(１ ) 公共の場所  道路 、公園、河川 、駅前広 場その他公共の 用に供 する場 所 で、自

転車駐 車場以外の場 所をいう。  

(２ ) 自転車  道 路交通 法（昭和 35年法 律第 105号） 第２条 第１項 第 11号の２に規定

する自 転車をいう。  

(３ ) 放 置  自 転 車 の 利 用 者 が 当 該 自 転 車 を 離 れ て 直 ち に 移 動 さ せ る こ と が で き な

い状態 にあることを いう。  

（市長 の責務）  

第 ３ 条  市長 は 、地 域 の 自 転 車 の 利 用状 況を 勘 案 して 自 転車 駐車 場 の 設置 に 努め る と

ともに 、自転車の放置の防止に関す る指導及び啓もうに 努めるも のとす る。  

２  市 長 は、 自 転車 の放 置 の 防止 に 関す る施 策 を 実施 す る た め必 要 と 認め る とき は 、

県、道路 管理者、警察署、鉄道事 業 者 その他関係機関と協 議すると ともに 協力を 要請

するこ とができる。  

（自転 車の利用者等の責務）  

第 ４ 条  自転 車 の利 用 者 又 は 所 有 者 （以 下「 利 用 者等 」 とい う。 ） は 、公 共 の場 所 に
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自転車 を放置してはならない。  

２  利 用 者等 は 、当 該自 転 車 の見 や すい とこ ろ に 住所 及 び 氏 名を 明 記 する な ど利 用 者

等が確 認できる表示をするよう努め なければならない。  

（施設 設置者の責務）  

第 ５ 条  百貨 店 、ス ー パ ー マ ー ケ ッ ト、 銀行 、 遊 戯場 等 自転 車の 大 量 の駐 車 需要 を 生

じさせ る施設の設置者は、当該施 設 の利 用者の ために 必要な自 転車駐 車場を設置す る

よう努 めな ければ ならない 。  

２  百 貨 店、 ス ーパ ーマ ー ケ ット 、 銀行 、遊 戯 場 等自 転 車 の 大量 の 駐 車需 要 を生 じ さ

せる施 設の設置者は、この 条例の 規定に 基づき 市長が 講ずる措 置につ いて協力する と

ともに、市長 と協議 して自 ら当該 施設周 辺の放 置自転 車の整理 等を行 うよう努めな け

ればな らない。  

（鉄道 事業者の協力）  

第 ６ 条  鉄道 事 業者 は 、 自 転 車 の 放 置の 防止 の た め市 長 が実 施す る 施 策に 積 極的 に 協

力しな ければならない。  

（自転 車の小売を業とする者の協力 ）  

第 ７ 条  自転 車 の小 売 を 業 と す る 者 は、 自転 車 の 放置 の 防止 のた め 市 長が 実 施す る 施

策に積 極的に協力 しなけ ればな らない 。  

（放置 禁止区域の指定）  

第 ８ 条  市長 は 、放 置 さ れ た 自 転 車 が大 量に 集 積 され 、 又は その お そ れが あ る公 共 の

場所に ついて、良好 な生活 環境を 保持する ため必 要があると認 めると きは、当該公 共

の場所 を含む地域を自転車放置禁止 区域（以下「放置禁止区域」と いう。）として 指

定する ことができる。  

２  市 長 は、 放 置禁 止区 域 を 指定 し よう とす る と きは 、 あ ら かじ め 春 日部 市 自転 車 対

策協議 会の意見を聴かなければなら ない。  

３  市 長 は、 放 置禁 止区 域 を 指定 し たと きは 、 そ の旨 を 告 示 する と と もに 、 当該 放 置

禁止区 域にその旨の標識を 設置しなければならない。  

（放置 禁止区域の変更）  

第 ９ 条  市長 は 、放 置 禁 止 区 域 及 び その 周辺 の 状 況の 変 化に 応じ 、 当 該放 置 禁止 区 域

を変更 することができる。  

２  前 条第２項及び 第３項の規定は 、放置禁止区域の変 更について準用する。  

（放置 自転車に対する措置）  
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第 10条  市長 は 、放 置 禁 止 区 域 に 自 転車 が放 置 さ れ、 他 の手 段に よ っ ては 良 好な 生 活

環境を 保持することができないと認 められるときは、必要な限 度にお いて、当該自 転

車を撤 去することができる。  

２  市 長 は、 前 項の 規定 に よ り自 転 車を 撤去 す る 際、 当 該 自 転車 が ガ ード レ ール そ の

他の工 作物にチェー ン、ワイヤー錠等（以下「チェーン等」とい う。）に よりつ なが

れてい る場合において 、当 該自転 車を撤去 するこ とが困難であ ると認 めるときは、当

該チェ ーン等を切断し当該自転車を 撤去することができ る。  

３  市 長は、前項の 規定により切断 されたチェーン等の 補償の責めを負わない 。  

４  市 長 は、 第 １項 の規 定 に より 自 転車 を撤 去 し たと き は 、 当該 自 転 車を 保 管す る も

のとす る。  

５  市 長 は、 放 置禁 止区 域 外 の公 共 の場 所に 自 転 車が 放 置 さ れ良 好 な 生活 環 境が 阻 害

されて いると認めるときは、当該 自 転車 を整理 するな ど必要な 措置を 講ずる こと がで

きる。  

（保管 した自転車の措置）  

第 11条  市長は、前条第４項の規定に より自転車を保管し たときは、その旨 を告示 し、

当該自 転車をその利用者等に返還す るため必要な措置を 講ずるも のとす る。  

２  市 長 は、 前 項の 措置 を 講 じた 後 、な お利 用 者 等が 現 わ れ ない 自 転 車に つ いて は 、

処分す る旨を告示し、当該告示の日 から３か月経過後処 分するこ とがで きる。  

（費用 の徴収）  

第 12条  市長 は 、第 10条 第 １項 の 規定 に よ り自 転 車 を撤 去 し た とき は 、 当該 自 転車 の

利用者 等から撤 去に要した費 用とし て１台につき 3,000円を 徴収す ることができ る。

ただし、当該 自転車 の利用 者等が 自転車 の撤去 日前に おいて警 察署長 に盗難届を提 出

してい るときは、この限りでない。  

２  前 項の費用は、 当該自転車の利 用者等が自転車を引 き取る際に徴収する。  

一部改 正〔令和元年 条例 23号・４年 14号〕  

（春日 部市自転車対策協議会の設置 ）  

第 13条  自転車の放 置防止 対策を推 進するため、春日部 市自転車対策協議会（以下「協

議会」 という。）を置く。  

（所掌 事務）  

第 14条  協議 会 は、 市 長 の 諮 問 に 応 じ、 放置 禁 止 区域 の 指定 及び 変 更 その 他 自転 車 の

放置防 止対策に関する重要な事項を 協議する。  
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（組織 ）  

第 15条  協議会は、 一般委 員６人以 内及び特別委員４人 以内をもって組織す る。  

２  委 員は、次に掲 げる者のうちか ら市長が委嘱する。  

(１ ) 一般委員  

ア  関 係行政機関の 職員  

イ  知 識及び経験を 有する 者  

ウ  公 募に応じた市 民  

(２ ) 特別委員  

放置禁 止区域として 指定又 は変更しようとする地区の代 表者  

一部改 正〔平成 20年条例 22号・ 22年 52号〕  

（任期 ）  

第 16条  一般 委 員の 任 期 は 、 ２ 年 と する 。た だ し 、補 欠 委員 の任 期 は 、前 任 者の 残 任

期間と する。  

２  委 員は、再任さ れることができ る。  

３  特 別 委員 の 任期 は、 市 長 が 委 嘱 した 日か ら そ の委 嘱 に 係 る放 置 禁 止区 域 の指 定 又

は変更 に関する事項の協議が終了し たときまでとする。  

（会長 及び副会長）  

第 17条  協議会に会 長及び 副会長を 置き、委員の互選に よりこれを定める。  

２  会 長は、協議会 を代表し、会務 を総理し、会議の議 長となる。  

３  副 会 長は 、 会長 を補 佐 し 、会 長 に事 故が あ る とき 、 又 は 会長 が 欠 けた と きは 、 そ

の職務 を代理する。  

（会議 ）  

第 18条  協議会の会 議は、 会長が招 集する。  

２  協 議会の会議は、委員の半数以上 が出席しなければ開く ことが できな い。ただ し、

特別委 員が出席しない会議は 、特別委員 の数を 除く。  

３  会 議 の議 事 は、 出席 委 員 の過 半 数で 決し 、 可 否同 数 の と きは 議 長 の決 す ると こ ろ

による 。  

４  協 議 会は 、 必要 があ る と 認め る とき は、 関 係 者の 出 席 を 求め 、 そ の説 明 又は 意 見

を聴く ことができる。  

５  特 別 委員 は 、当 該委 員 に 係る 地 区の 放置 禁 止 区域 に 関 す る事 項 を 協議 す る場 合 の

み会議 に出席するものとする。  
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（庶務 ）  

第 19条  協議会の庶 務は、 市民生活 部くらしの安全課に おいて処理する。  

一部改 正〔平成 25年条例９号・ 30年６ 号・令 和５年５号〕  

（委任 ）  

第 20条  この 条 例に 定 め る も の の ほ か、 この 条 例 の施 行 に関 し 必 要 な 事 項 は 、規 則 で

定める 。  

附  則  

（施行 期日）  

１  こ の条例は、平 成 17年 10月１日 から施行する。  

（経過 措置）  

２  こ の 条例 の 施行 前ま で に 、春 日 部市 自転 車 放 置防 止 条 例 （昭 和 61年春 日 部市 条 例

第 40号 ）又は庄和町 自転車 の放置の防止に関する条例（ 昭和 59年庄和町条例第 21号）

の規定 によりなされた処分、手続 その他の 行為は 、そ れぞれ この条例 の相当 規定に よ

りなさ れた処分、手続その他の行為 とみなす。  

附  則（平成 20年６月 20日 条例第 22号 抄）  

（施行 期日）  

１  こ の条例は、平 成 20年 10月１日 から施行す る。  

附  則（平成 22年 12月 17日 条例第 52号 ）  

この条 例は、平成 24年２ 月１日 から施 行する 。  

附  則（平成 25年３月 14日 条例第９号）  

この条 例は、平成 25年４ 月１日 から施 行する 。  

附  則（平成 30年３月 16日 条例第６号）  

この条 例は、平成 30年４ 月１日 から施 行する 。  

附  則（令和元年 12月 13日 条例第 23号 抄）  

（施行 期日）  

１  こ の条例は、令 和２年４月１日 から施行する。  

（経過 措置）  

３  第 ２ 条の 規 定に よる 改 正 後の 春 日部 市自 転 車 放置 防 止 条 例の 規 定 は、 こ の条 例 の

施行の 日以後に撤去した自転車に係 る手数料 から適用し 、同日 前に撤 去した自転車 に

係る手 数料については、なお従前の 例による。  

附  則（令和４年９ 月 20日 条例第 14号 ）  
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（施行 期日）  

１  こ の条例は、令 和５年４月１日 から施行する。  

（経過 措置）  

２  改 正 後の 第 12条 第１ 項 の 規定 は 、 こ の条 例 の 施行 の 日以 後 に 撤 去 し た 自 転 車 に 係

る手数 料から適用し、同日 前に撤 去した自 転車に 係る手数料に ついて は、な お従前 の

例によ る。  

附  則（令和５年３ 月 16日 条例第５号）  

この条 例は、令和５年４月１日から 施行する。  

 



29 
 

春日部市自転車対策協議会会議運営要領 

 

 （趣旨） 

第１条 この要領は、春日部市自転車放置防止条例（平成 17 年条例第 149 号。

以下「条例」という。）第 20 条の規定に基づき、春日部市自転車対策協議

会（以下「協議会」という。）の会議運営に関し必要な事項を定めるものと

する。 

 （基本方針） 

第２条 協議会の会議（以下「会議」という。）の運営に際しては、住民の意

見の反映と公平で公正な協議の推進に努めるものとする。 

 （会長等の責務） 

第３条 協議会の会長（以下「会長」という。）は、副会長と連携しながら、

効率的に会議を運営することに努めなければならない。 

２ 委員は、積極的に審議に参画するとともに、円滑な議事運営に協力しなけ

ればならない。 

 （欠席等の届出） 

第４条 委員は、会議に出席できないとき、又は遅刻をするときは、あらかじ

めその旨を議長に届け出なければならない。 

 （議題の宣告） 

第５条 会議に付する事案を議題とするときは、議長はその旨を宣告する。 

 （事案の説明及び質疑） 

第６条 会議に付する事案は、事務局職員の説明を聞き、委員の質疑があると

きは質疑の後、会議に諮るものとする。 

２ 議長は、簡易若しくは異議がない事案と認めるときは、前項の規定にかか

わらず、説明及び質疑を省略することができる。 

 （発言の許可等） 

第７条 委員の発言は、すべて議長の許可を得た後でなければならない。 

２ 発言は、すべて簡明にするものとし、議題外にわたり、又はその範囲を超

えてはならない。 

 （表決） 

第８条 会議に付した事案の表決は、春日部市自転車放置防止条例第 18 条第 3
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項の規定により決するものとする。 

 

２ 表決の方法は、挙手によるものとし、議長は表決の結果をただちに宣告す

るものとする。 

３ 前項の規定にかかわらず、議長は、事案について異議の有無を会議に諮る

ことができる。この場合において、議長は、異議がないと認めるときは、可

決の旨を宣告する。 

 （議事の継続） 

第９条 延会、中止又は休憩のため事案の議事が中断された場合において、再

びその事案が議題となったときは、前の議事を継続するものとする。 

 （準用） 

第10条 会議の公開及び傍聴並びに会議録の作成に係る事項については、春日

部市における附属機関等の会議の公開に関する要綱（平成 18 年 10 月 1 日制

定）の例による。 

 （委任） 

第11条 この要領に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長

が別に定める。 

附 則 

  この要領は、平成１９年２月１５日から施行する。 

 


